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平成２４年３月２９日               
                  

改正育児・介護休業法説明会の開催について

        

  平成２４年７月１日から、改正育児・介護休業法が全面施行（※）となるこ

とに先立ち、改正法のポイント等について理解を深めていただくことを目的と

して、以下のとおり説明会を開催します。

※平成２２年６月３０日から施行された改正育児・介護休業法において、一部

の制度（育児のための短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇）につい

ては、労働者数１００人以下の企業への適用が猶予されていたもの。

（添付資料１）改正育児・介護休業法説明会ちらし

（添付資料２）改正育児・介護休業法が全面施行されます！！

神奈川労働局雇用均等室

室      長 大西ふみ子

地方短時間労働指導官 荒井 麻希

電話０４５－２１１－７３８０

担 
 

 

当

日   時 平成２４年４月２７日(金) 

① 午前の部 １０：００～

② 午後の部 １３：３０～

場   所   ワークピア横浜２階（くじゃく・おしどり）

        

内 容 １）育児・介護休業法の改正点について

２）改正点を踏まえた社内規定整備について

（主催：神奈川労働局  対象：人事労務担当者等 参加費用：無料）







短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置）

厚生労働省　都道府県労働局　雇用均等室

平成24年
7月1日
から

改正育改正育児・児・介護休業法介護休業法が
全面施行されま全面施行されます！！

　男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、
平成 21年、育児・介護休業法が改正されました。

　平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されて
いた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも
適用になります。
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制度の概要

●　事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用で
きる、短時間勤務制度を設けなければなりません。

●　短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが
必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。

●　短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間（5時間45分から6時間まで）
とする措置を含むものとしなければなりません。

対象となる従業員

短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女従業員です。
❶　3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしてい
ないこと。
❷　日々雇用される労働者でないこと。
❸　1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
❹　労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。

❶ 短時間勤務制度
❷ 所定外労働の制限
❸ 介護休暇

従業員数が100人以下の事業主の皆さま！！

改正育児・介護休業法が
全面施行されます！！



所定外労働の制限22
制度の概要

●　3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を
超えて労働させてはなりません。

対象となる従業員

　原則として3歳に満たない子を養育する全ての男女従業員（日々雇用者を除く。）が対象と
なります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員に
ついては、労使協定がある場合には対象となりません。

手続

　所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日
と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要が
あります。また、申出は何回もすることができます。

以下のア）～ウ）の従業員は労使協定により適用除外とすることができます。
　ア）　当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
　イ）　1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
　ウ）　業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と

認められる業務に従事する従業員

手続

　短時間勤務制度の適用を受けるための手続は就業規則等の定めによります。
　こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担
を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関
する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。

※　このうち、ウ）に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれか
の制度を講じなければなりません。

　（a）　育児休業に関する制度に準ずる措置
　（b）　フレックスタイム制度
　（c）　始業・終業時間の繰上げ・繰下げ（時差出勤の制度）
　（d）　従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 



介護休暇333
制度の概要

●　要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出るこ
とにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1
日単位で休暇を取得することができます。

●　介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

●　「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上
の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

●　「対象家族」とは、配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、父母及び
子（これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉
妹及び孫を含む。）、配偶者の父母です。

●　「その他の世話」とは、ア）対象家族の介護、イ）対象家族の通院等の付き添い、対象家
族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世
話をいいます。

対象となる従業員

　原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての男女従業員（日々雇用者を除く。）
が対象となります。ただし、勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下
の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。

手続

　介護休暇の申出は、休暇を取得する日や理由等を
明らかにして、事業主に申し出る必要があります。
介護休暇の利用については緊急を要することが多い
ことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を認
め、書面の提出等を求める場合は、事後となっても
差し支えないこととすることが必要です。

※　「所定外労働の制限」、「介護休暇」は、あらかじめ
制度が導入され、就業規則等に記載されるべきも
のであることに留意してください。
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平成23年9月作成 リーフレットNo.10

育児・介護休業等に関するお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ

（1）育児休業 育児のために仕事を休める制度です。 
（2）短時間勤務制度 短時間勤務（1日6時間）ができる制度です。
（3）所定外労働の制限 残業が免除される制度です。 
（4）子の看護休暇 子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度です。 
（5）法定時間外労働の制限 残業時間に一定の制限を設ける制度です。
（6）深夜業の制限 深夜（午後10時～午前5時）の就労を制限する制度です。 
（7）その他の両立支援措置 仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度です。 
（8）転勤の配慮 育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。 
（9）不利益取扱いの禁止 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。

育児・児・介護休業法の概要介護休業法の概要育児・介護休業法の概要

育児のための両立支援制度

介護のための両立支援制度
（1）介護休業 介護のために仕事を休める制度です。
（2）短時間勤務制度等の措置 短時間勤務などができる制度です。
（3）介護休暇制度 介護などの必要がある日について仕事を休める制度です。 
（4）法定時間外労働の制限 残業時間に一定の制限を設ける制度です。 
（5）深夜業の制限 深夜（午後10時～午前5時）の就労を制限する制度です。
（6）転勤の配慮 家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。 
（7）不利益取扱いの禁止 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。

育児・介護休業法に関する情報は、厚生労働省のHPで紹介しています
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
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